
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す

市
で
は
、
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
か
た
は
、
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
児
童
扶
養
手
当
】

対

象

・
離
婚
や
死
亡
な
ど
の
た
め
、
父
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
１８
歳
以
下

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母

・
未
婚
の
ま
ま
出
生
し
た
１８
歳
以
下
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
母

・
母
に
代
わ
っ
て
、
父
と
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
な
い
１８
歳
以
下
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
祖
父
母
な
ど
の
か
た

手
当
月
額
（
母
の
収
入
に
よ
っ
て
金
額

が
変
わ
り
ま
す
）

全
部
支
給

４
１
、８
８
０
円

一
部
支
給

４
１
、８
７
０
円
〜
９
、８
８
０
円

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

対

象

・
身
体
や
精
神
に
障
害
の
あ
る
２０
歳
未

満
の
子
供
を
養
育
し
て
い
る
父
か
母

・
父
母
に
代
わ
っ
て
、
身
体
や
精
神
に

障
害
の
あ
る
２０
歳
未
満
の
子
供
を
養

育
し
て
い
る
か
た

手
当
月
額

１
級（
重
度
障
害
）
５
０
、９
０
０
円

２
級（
中
度
障
害
）
３
３
、９
０
０
円

福
祉
課
（
内
線
４
０
８
）

「
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

利
用
券
」
を
交
付
し
ま
す

市
で
は
、
自
宅

で
理
美
容
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
る

「
訪
問
理
美
容
サ

ー
ビ
ス
利
用
券
」

を
年
４
枚
交
付
し

て
い
ま
す
。た
だ
し
、技
術
料
な
ど
の
実

費
は
、
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

対

象
寝
た
き
り
な
ど
で
、
理
髪
店
や
美
容

院
に
出
向
く
こ
と
が
困
難
な
か
た

※
在
宅
で
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
限

り
ま
す
。

各
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

「
家
族
介
護
用
品
支
給
券
」

を
交
付
し
ま
す

市
で
は
、
介
護

用
品
の
購
入
時
に

使
用
出
来
る
「
家

族
介
護
用
品
支
給

券
（
ク
ー
ポ
ン
券

月
額
５
、
０
０
０

円
分
）」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

対

象
要
介
護
認
定
の
結
果
「
要
介
護
４
」

ま
た
は
「
要
介
護
５
」
と
認
定
さ
れ

た
、
６５
歳
以
上
の
か
た
と
同
居
し
て
、

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族

※
市
民
税
非
課
税
世
帯
に
限
り
ま
す
。

各
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

申
・
問 暮暮

らら
しし
のの
情情
報報申

・
問

申
・
問

と き・７月２２日（金）
９時３０分～１５時３０分

ところ・広域交流センター前ゲートボ
ール場

※雨天の場合は、７月
２８日（木）に延期しま
す。
対 象・身体障害者手

帳をお持ちの
かた

持ち物・昼食
定 員・３０人（先着順）
受け付け開始・６月１日（水）
※参加されるかたの世帯の課税状況に
よっては、参加費が掛かります。

申申・・問問 福祉課（内線４１０）

とと きき・・９９月月１１００日日（（土土））９９時時３３００分分～～１１６６時時３３００分分
ととこころろ・・県県立立中中央央公公園園県県営営陸陸上上競競技技場場（（秋秋田田市市雄雄和和））ほほかか
競競技技種種目目
陸陸上上、、水水泳泳、、卓卓球球、、アアーーチチェェリリーー、、
ササウウンンドドテテーーブブルルテテニニスス、、フフラライインン
ググデディィススクク、、ボボウウリリンンググ、、ババレレーー
ボボーールル（（障障害害のの種種類類にによよっってて、、出出場場
出出来来るる種種目目がが決決めめらられれてていいまますす））

対対 象象（（平平成成１１７７年年４４月月１１日日現現在在））
・・身身体体障障害害者者手手帳帳かか療療育育手手帳帳ををおお持持
ちちのの満満１１３３歳歳以以上上ののかかたた

・・精精神神障障害害者者保保健健福福祉祉手手帳帳ををおお持持ちちのの満満１１６６歳歳以以上上ののかかたた
※※参参加加はは無無料料でですすがが、、ボボウウリリンンググにに限限りり、、ゲゲーームム代代（（５５００００円円））
がが必必要要でですす。。

締締めめ切切りり・・６６月月８８日日（（水水））
申申・・問問 身身体体障障害害者者・・知知的的障障害害者者はは福福祉祉課課（（内内線線４４１１００））

精精神神障障害害者者はは大大館館保保健健所所�５５２２――３３９９５５１１

市市
役役
所所

�
４４９９
││
３３
１１
１１
１１

電話番号

�４７－７２２２

�４９－２５８８

�４６－２２１０

�４９－３２４４

�４８－６８００

�４９－３１１１
（内線４０６）

住 所

十二所字大水口４－５
（特別養護老人ホー
ムつくし苑併設）

字 三 の 丸１０３－４
（大館市総合福祉
センター内）

花岡町字神山６－２
（特別養護 老 人
ホーム神山荘内）

片山町３丁目１４－
１４（大館介護セン
ター内）

下代野字中道南３６
－９（特別養護老人
ホーム水交苑併設）

字 三 の 丸１０３－４
（長寿支援課内）

名 称

大館市在宅
介護支援セ
ンター大滝

大館市在宅
介護支援セ
ンターかつら

神山荘在宅介護
支援センター

光智会在宅介護
支援センター

水交苑在宅介護
支援センター

大館市基幹型
在宅介護支援
セ ン タ ー

�広広報報大大館館２２００００５５．．６６．．１１

グラウンドゴルフ
大会参加者募集
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※２４時間、３６５日いつでも相談に応じます（基幹型は
除きます）。

在宅介護の相談は在宅介護支援センターへ


